
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一群のボトル商品を収容する平面視方形状のボトルトレーを載置するためのボトルトレ
ー用台車であって、
　平面視方形状の台板の４辺に、前記ボトルトレーの４辺に設けられた側壁の内面に係止
する起立片を設けて台枠を構成し、

かつ、その台枠の下面に移動用脚輪
を設けたことを特徴とするボトルトレー用台車。
【請求項２】
　ボトルトレーの４辺に設けられた側壁が、その縦断面が、ほぼ逆Ｖ字状または逆台形状
であって、下部が開口する側壁であり、台枠の起立片が、前記逆Ｖ字状または逆台形状の
側壁内部に係合する起立片であることを特徴とする請求項１記載のボトルトレー用台車。
【請求項３】
　ボトルトレーの４辺に設けられたすべての側壁の、それぞれの側壁内部に係合する起立
片を台板の４辺に設けて、ボトルトレーとボトルトレー用台車とを１対１で対応させたこ
とを特徴とする請求項２記載のボトルトレー用台車。
【請求項４】
　ボトルトレーの底板下端を、台枠の台板上面に当接する状態で載置することにより、ボ
トルトレーを支持しうるように起立片の高さ寸法を低く設定したことを特徴とする請求項
２～ のいずれかに記載のボトルトレー用台車。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、一群のボトル商品を収容するように成型されたボトルトレーを載置するため
のボトルトレー用台車に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、量販店などで、飲料用、調理素材用、洗剤用、薬剤用などのボトル商品を、
ボトルトレーに多数収容し、そのボトルトレーをボトルトレー用台車に載置して、そのま
ま倉庫から売場に運ばれ、陳列することが行われている。
【０００３】
　図 は、従来のボトルトレー用台車に、ボトル商品を収容したボトルトレーが、載置さ
れている状態を示す斜視図である。
　ボトルトレー用台車 (01)に載置したボトルトレー (02)上のボトル商品 (03)が売り切れる
と、同じくボトル商品 (03)を満載したボトルトレー (02)を載置した別のボトルトレー用台
車 (01)と入れ替えるようにしている。
【０００４】
　ところが、従来のボトルトレー用台車 (01)は、上面が平板状であるため、移動中に、ボ
トルトレー (02)が、ボトルトレー用台車 (01)上で、その位置がずれたり、場合によっては
、ずれ落ちる場合がある。
　そのため、ボトルトレー (02)をボトルトレー用台車 (01)に載置したときに、ボトルトレ
ー (02)が占める面積よりも広目の台板を有するボトルトレー用台車 (01)が使用されている
。
【０００５】
　しかしながら、前記のような広目の台板を有するボトルトレー用台車 (01)を用いると、
陳列時に売場スペースを広く占有してしまう。また、店員が、ボトル商品 (03)を満載した
ボトルトレー (02)をボトルトレー用台車 (01)に積み下ろしする際に、ボトルトレー (02)の
側壁 (04)の下端が、ボトルトレー用台車 (01)の台板 (05)上面に当接しているため、側壁 (0
4)に予め設けられた支持把持部 (06)以外の箇所では、支持できず、不便であった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、上記の現状に鑑み、移動中におけるボトルトレー用台車上のボトルトレーの
位置ずれやずれ落ちを防止するとともに、ボトル商品をボトルトレーに収容し、そのボト
ルトレーをボトルトレー用台車に載置して陳列する際の省スペースを図ることができ、さ
らにボトル商品を収容したボトルトレーを、ボトルトレー用台車に積み下ろしする際の作
業を、能率的に行うことができるボトルトレー用台車を提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明によると、上記課題は、次のようにして解決される。
　 (１ ) 一群のボトル商品を収容する平面視方形状のボトルトレーを載置するためのボト
ルトレー用台車であって、
　平面視方形状の台板の４辺に、前記ボトルトレーの４辺に設けられた側壁の内面に係止
する起立片を設けて台枠を構成し、

かつ、その台枠の下面に移動用脚輪
を設ける。
【０００８】
　 (２ ) 上記 (１ )項において、ボトルトレーの４辺に設けられた側壁が、その縦断面が、
ほぼ逆Ｖ字状または逆台形状であって、下部が開口する側壁であり、台枠の起立片が、前
記逆Ｖ字状または逆台形状の側壁内部に係合する起立片である。
【０００９】
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　 ( ) 上記 (２ )項において、ボトルトレーの４辺に設けられたすべての側壁の、それぞ
れの側壁内部に係合する起立片を台板の４辺に設けて、ボトルトレー用台車と１対１で対
応させる。
【００１０】
　 ( ) 上記 (２ )～ ( )項のいずれかにおいて、ボトルトレーの底板下端を、台枠の台板
上面に当接する状態で載置することにより、ボトルトレーを支持しうるように起立片の高
さ寸法を低く設定する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　図１は、本発明の第１実施形態のボトルトレー用台車に、ボトル商品を収容したボトル
トレーを載置した状態を示す部分破断斜視図、図２は、図１に示すボトルトレーを分離し
たときの、ボトルトレーとボトルトレー用台車を示す斜視図、図３は、図１における III
－ III線縦断面図である。
　ボトルトレー用台車 (１ )は、台板 (２ )の周辺部に起立片 (３ )を設けて台枠 (４ )を形成し
、その台枠 (４ )の下面に移動用脚輪 (５ )を設けて構成されている。
【００１２】
　台板 (２ )は、平面視方形状のボトルトレー (６ )より、やや小さ目の平面視方形状の板状
体よりなり、その板状体の４辺に、起立片 (３ )が設けられている。起立片 (３ )は、ボトル
トレー (６ )の４辺に設けられている側壁 (７ )の内面に係止させるためのものであり、所定
の高さを有する横長な板体を、前記台板 (２ )の４辺に立設して形成してある。台板 (２ )の
４隅には、移動用脚輪としてキャスター (５ )が、ボルト締めして取付けられている。
【００１３】
　起立片 (３ )には、ボトルトレー (６ )をボトルトレー用台車 (１ )に載置する際に、ボトル
トレー (６ )の側壁 (７ )に設けられた後記する補強リブ (８ )と、起立片 (３ )とが干渉しない
ように、前記起立片 (３ )の上端から下向きに切欠き (９ )が設けられている。
【００１４】
　図３は、ボトルトレー (６ )の４辺に設けられた側壁 (７ )が、その断面が、ほぼ逆Ｖ字状
であって、下部が開口する側壁 (７ )である場合に、そのボトルトレー (６ )を、図２に示す
ボトルトレー用台車 (１ )に載置した場合の断面図である。
【００１５】
　ボトルトレー (６ )は、ボトル商品 (10)を載置する平面視方形状の底板 (11)の４辺に、内
側板 (12)を外向きに傾斜して立設し、その内側板 (12)の上端を外向きに延出してフランジ
部 (13)を形成し、そのフランジ部 (13)の先端から外側板 (14)を同じく外向きに傾斜して垂
下させてある。前記内側板 (12)と外側板 (14)との間には、補強リブ (８ )が設けられている
。側壁 (７ )は、前記内側板 (12)、フランジ部 (13)、外側板 (14)および補強リブ (８ )とから
形成される。
【００１６】
　前記底板 (11)の上面には、ボトル商品 (10)を整列して収容するための複数の区画片 (15)
が立設され、下面には、補強リブ (16)(８ )が設けられている。補強リブ (16)は、ボトル商
品 (10)を収容したボトルトレー (６ )を積み重ねる場合、下段のボトルトレー (６ )に収容さ
れたボトル商品 (10)の上端の蓋部 (17)を、前記補強リブ (16)間に位置させて、上段のボト
ルトレー (６ )の横方向の位置を安定させて、積み重ねを容易にする機能を有している。
【００１７】
　ボトル商品 (10)を収容したボトルトレー (６ )を、ボトルトレー用台車 (１ )に載置するに
は、ボトルトレー用台車 (１ )の側壁 (７ )のうち、外側板 (14)の下端を手で支持して、ボト
ルトレー用台車 (１ )の起立片 (３ )を、側壁 (７ )の外側板 (14)と内側板 (12)の間に位置させ
るようにして、ボトルトレー用台車 (１ )に載置させればよい。
【００１８】
　それにより、ボトルトレー用台車 (１ )(１ )の起立片 (３ )が、側壁 (７ )内部の頂部である
フランジ部 (13)の下面に当接するとともに、ボトルトレー (６ )の底板 (11)下面の補強リブ
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(16)の下端は、台板 (２ )上面から浮き上がった状態で、ボトル商品 (10)を収容したボトル
トレー (６ )が、ボトルトレー台用車上 (１ )に載置される。
【００１９】
　ボトルトレー (６ )の側壁 (７ )の外側板 (12)と内側板 (14)との間に設けられている補強リ
ブ (８ )は、ボトルトレー用台車 (１ )の起立片 (３ )に設けられている切欠き (９ )に嵌合し、
起立片 (３ )が側壁 (７ )の内面に係止した状態となるため、ボトル商品 (10)を収容したボト
ルトレー (６ )は、ボトルトレー用台車 (１ )上に安定的に載置され、移動中に、ボトルトレ
ー (６ )が、ボトルトレー用台車 (１ )上を横方向に位置ずれしたり、ずれ落ちたりすること
がない。
【００２０】
　図 は、本発明のボトルトレー用台車の第 実施形態の斜視図である。
　前記の第１実施形 おいては、台枠 (４ )の台板 (２ )は、開口した部分が存在せず、台
枠 (４ )は有底箱形であったが、図 に示す第 実施形態のボトルトレー用台車 (22)におい
ては、台板 (23)は、中央にほぼ八角形状の大きな開口が設けてあり、台板 (23)の４隅にお
いて、キャスター (５ )が取り付けられている。
【００２１】
　このように台板 (23)の中央に大きな開口が存在する形態のものは、図３、図 に示した
ように、ボトルトレー用台車の起立片の上端が、ボトルトレー (６ )の側壁内部の頂部下面
または補強リブ (８ )の下端に当接し、ボトルトレー (６ )の底板 (11)下端がボトルトレー用
台車の台板上面から浮き上がっている状態のものに好ましく用いられる。
【００２２】
　図 は、本発明の第１実施形態のボトルトレー用台車に、ボトル商品 (10)を収容したボ
トルトレー (６ )を載置し、そのボトルトレー (６ )の上に、さらに、同じくボトル商品 (10)
を収容したボトルトレー (６ )を、複数段に積み重ねた状態を示す斜視図であり、従来のボ
トルトレー用台車に積み重ねた状態を示す図 に相当する図面である。
【００２３】
　図 においては、平面視において、ボトルトレー用台車 (１ )がボトルトレー (６ )よりも
小さいことから、隣接するボトルトレー (６ )(６ )同士を当接させて陳列できるため、売場
における陳列空間の省スペースを図ることができる。
【００２４】
【発明の効果】
　本発明によれば、次の効果を奏する。
(１ )　請求項１記載の発明によれば、前記したように、ボトルトレー用台車上のボトルト
レーの位置ずれやずれ落ちを防止することができるとともに、ボトル商品を収容したボト
ルトレーを、ボトルトレー用台車上に載置して陳列する場合などの省スペースを図ること
ができる。
　さらに、ボトル商品を収容したボトルトレーを、ボトルトレー用台車に載置した状態に
おいて、ボトルトレーの側壁が、ボトルトレー用台車の外側に位置しているため、ボトル
トレーをボトルトレー用台車に積み下ろしする際に、前記側壁を手で支持することが容易
であり、積み下ろし作業の能率向上を図ることができる。
【００２５】
　

【００２６】
(２ )　請求項２記載の発明によれば、ボトルトレー用台車の起立片の、ボトルトレーの側
壁内面への係止を一層確実にすることができるため、ボトルトレー用台車上のボトルトレ
ーの位置安定性を、一層良好にすることができる。
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また、ボトルトレー用台車の起立片を、ボトルトレーの側壁の補強リブと干渉しない状
態で、前記側壁内部の頂部下面に支持させることができるとともに、補強リブを、起立片
の切欠きに嵌合させることにより、起立片を、一層確実に側壁内部に係止することができ
、そのためボトルトレー用台車上のボトルトレーの位置安定性を、一層良好にすることが
できる。



【００２７】
( )　請求項 記載の発明によれば、ボトルトレーとボトルトレー用台車が１対１に対応
しているため、ボトルトレー用台車ごとにボトル商品が完売したボトルトレー用台車を、
入れ替えることができ、ボトル商品の売場への補充を、肌理細かに行うことができる。
【００２８】
( )　請求項 記載の発明によれば、ボトルトレーの底板の下端が、ボトルトレー用台車
の台板上に当接状態で載置されるため、ボトル商品が重く、ボトルトレーの強度が十分で
ない場合にも、ボトルトレーが破損することを防止して、ボトルトレーに収容したボトル
商品を陳列することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態のボトルトレー用台車に、ボトル商品を収容したボトル
トレーを載置した状態を示す部分破断斜視図である。
【図２】　図１に示すボトルトレーを分離したときの、ボトルトレーとボトルトレー用台
車を示す斜視図である。
【図３】　図１における III－ III線縦断面図である。
【図 】　本発明のボトルトレー用台車の第 実施形態の斜視図である。
【図 】　　本発明の第１実施形態のボトルトレー用台車に、ボトル商品を収容したボト
ルトレーを載置し、そのボトルトレーの上に、さらに、同じくボトル商品を収容したボト
ルトレーを、複数段に積み重ねた状態を示す斜視図である。
【図 】　従来のボトルトレー用台車に、ボトルトレーが載置されている状態を示す斜視
図である。
【符号の説明】
　 (１ )(18)(20)(22)(24)ボトルトレー用台車
　 (２ )(23)台板
　 (３ )(19)(21)(26)起立片
　 (４ )(25)台枠
　 (５ )キャスター (移動用脚輪 )
　 (６ )ボトルトレー
　 (７ )側壁
　 (８ )補強リブ
　 (９ )切欠き
　 (10)ボトル商品
　 (11)底板
　 (12)内側板
　 (13)フランジ部
　 (14)外側板
　 (15)区画片
　 (16)補強リブ
　 (17)蓋部
　 (01)ボトルトレー用台車
　 (02)ボトルトレー
　 (03)ボトル商品
　 (04)側壁
　 (05)台板
　 (06)支持把持部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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